
 
 

石油コンビナート等における災害時の影響評価等に係る調査研究会開催要綱（案） 

 

（目的） 

 第１条 石油コンビナートの総合的な防災体制に関する検討を行うため、「石油コンビナート等に

おける災害時の影響評価等に係る調査研究会」（以下「研究会」という。）を開催する。 

 

（検討事項） 

第２条 研究会は、概ね次の事項について調査検討を行う。 

（１） 関係道府県の石油コンビナート等防災計画での災害想定に活用されている防災アセスメ

ント指針について、東日本大震災等を踏まえた見直し。また、想定される災害の影響範囲、

地域の人口や交通事情等を踏まえた避難計画策定の考え方。 

（２） 特定事業所に設置が義務付けられている特定防災施設等及び防災資機材等が地震動等に  

より受ける影響に係る評価方法。また、影響評価を踏まえた当該施設・資機材の被害防止

及び影響軽減の方法。 

（３） 上記（１）及び（２）の実効性を担保する方策 

 

（研究会） 

第３条 研究会の委員は、学識経験者、消防機関の職員、関係団体を代表する者等のうちから、

前条各号に掲げる検討事項の内容に応じて、消防庁特殊災害室長が委嘱する。 

２ 研究会に座長を置く。座長は研究会の委員の互選によってこれを選出する。 

３ 座長は、研究会を主宰する。また、座長に事故がある時は、座長の指名する者がその職務を

代理する。 

４ 座長及び委員は、必要に応じ、研究会に「オブザーバー」として関係者の出席を依頼し、意

見等を求めることができる。 

５ 研究会は原則公開・公表とする。なお、特段の理由がある場合には、委員の過半数の賛成で

非公開とすることができる。 

６ 研究会には、必要に応じ分科会等を置くことができる。なお、この場合、第１項から前項ま

でを準用する。 

 

（任期） 

第４条 座長及び委員の任期は、委嘱日から平成２５年３月３１日までとする。 

 

（庶務） 

第５条 研究会の庶務は、消防庁特殊災害室が処理する。 

２ 第３条第６号に掲げる分科会等の庶務は、検討する内容に応じて消防庁特殊災害室が処理す

る。 

 

（補則） 

第７条 この要綱に定めるほか、研究会の運営に関し必要な事項は座長が、分科会等の運営に関

し必要な事項は当該分科会等の座長が、これを定める。 

２ 研究会には、研究会委員の代理者の出席を認める。 

 

附則 この要綱は、平成２４年 月 日から実施する。 

資料 ２ 


